
平成２０年６月 金融庁

私ども金融庁は、中小企業金融の円滑化に向けて様々な取組みを行っています。
このパンフレットでは、こうした取組みの一端を紹介させていただきたいと思います。

http://www.fsa.go.jp

１
中小企業に対中小企業に対するする資金供給を円滑に行うよう、金融機関に対資金供給を円滑に行うよう、金融機関に対
し繰り返し要請しています。し繰り返し要請しています。

２
中小・地域金融機関について、地域密着型金融の一層の推進中小・地域金融機関について、地域密着型金融の一層の推進
を図っています。を図っています。

３ 中小企業等の経営実態に即した金融検査を実施しています。中小企業等の経営実態に即した金融検査を実施しています。

４
中小企業金融の実態把握のため、利用者の方々等から情中小企業金融の実態把握のため、利用者の方々等から情
報・意見等を聴取しています。報・意見等を聴取しています。

５
企業再生（地域再生）の一層の推進に向けた制度整備を進め企業再生（地域再生）の一層の推進に向けた制度整備を進め
ています。ています。



中小企業に対し、適切なリスク管理の下、適切にリスクをとり、資金供給の一層の円滑

化に努めることなどについて、金融機関に対し、繰り返し要請を行っています。

（１）金融担当大臣と民間金融機関等の代表者との中小企業金融の円滑化に関する意見

交換会。

（２）財務局が主催する、各地域における中小

企業金融の円滑化に関する意見交換会。

（３）金融庁幹部と金融関係団体との意見交換

会（毎月）。

（４）責任共有制度の導入や改正建築基準法の

影響に関する適切な対応を金融機関に要請。

（５）与信取引に関する顧客への説明態勢の整

備を繰り返し金融機関に要請。

（６）主要行向けの総合的な監督指針及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針に

おいて、顧客への説明態勢の整備を主な着眼点とし、検証を実施。

中小企業に対中小企業に対するする資金供給を円滑に行うよう、金融機関に対資金供給を円滑に行うよう、金融機関に対
し繰り返し要請しています。し繰り返し要請しています。１

＊なお、金融庁が金融機関に対し、特定業種への融資について、抑制的な指導をするこ
とはありません。

＊なお、金融庁が金融機関に対し、特定業種への融資について、抑制的な指導をするこ
とはありません。

『地域密着型金融』とは、金融機関が、長期的な取引関係により得られた情報を活用し、
対面交渉を含む質の高いコミュニケーションを通じて融資先企業の経営状況等を的確に把
握し、これにより中小企業等への金融仲介機能を強化するといった枠組みをいいます。

２
中小・地域金融機関について、地域密着型金融の一層の推進中小・地域金融機関について、地域密着型金融の一層の推進
を図っています。を図っています。

○ 中小企業金融の円滑化にも資するよう、主たる顧客が中小企業である中小・地域金融機関に
は、地域密着型金融の本質に係わる以下の３項目について、取組みを求めています。

【具体的な取組み内容】
①ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化
②事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底
③地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

○ 中小企業金融の円滑化にも資するよう、主たる顧客が中小企業である中小・地域金融機関に
は、地域密着型金融の本質に係わる以下の３項目について、取組みを求めています。

【具体的な取組み内容】
①ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化
②事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底
③地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

○ 金融庁では、金融機関の取組みの中で、先進的な事例等を取りまとめた「地域密着
型金融に関する取組み事例集」を公表いたしました。

この中で、例えば動産等を担保とした融資（ABL）等、ミドルリスク・ミドルリ
ターン市場の開拓に資する事例も紹介しています。

今後とも、この事例集の周知・広報に努めることで、各金融機関の取組みを促して
まいります。

○ 金融庁では、金融機関の取組みの中で、先進的な事例等を取りまとめた「地域密着
型金融に関する取組み事例集」を公表いたしました。

この中で、例えば動産等を担保とした融資（ABL）等、ミドルリスク・ミドルリ
ターン市場の開拓に資する事例も紹介しています。

今後とも、この事例集の周知・広報に努めることで、各金融機関の取組みを促して
まいります。



（１）中小企業等の財務状況や貸出状況を大企業と同じように評価せず、中小企業等の
特性に留意し、柔軟に判断するための具体的なポイントを記載した「金融検査マニ
ュアル別冊〔中小企業融資編〕」を用い、金融検査を実施しています。

（２）償還条件や金利等の貸出条件が資本に準じ、借り手企業の財務基盤の強化につなが
る借入金を、金融検査において資本とみなし、債務者区分の検討を行う旨、２０年3
月、金融検査マニュアルに記載しました。

【十分な資本的性質が認められる借入金の例】
（中小企業金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度）

・償還条件について１５年の一括返済となっており、金利については赤字の場合利子負
担が生じない等配当に準じた金利設定となっている劣後ローン

３３ 中小企業等の経営実態に即した金融検査を実施しています。中小企業等の経営実態に即した金融検査を実施しています。

＜①の事例：水産加工業者Ａ社のケース＞
・地域の村おこしの一環として、地域の漁業者、水産業者が共同出資で、「浜辺の市」という

地域の水産品を販売する施設を建設し、Ａ社は信用金庫からの借入金２千万円と自己資金１
千万円の合計３千万円を出資。

・台風上陸によって、「浜辺の市」は壊滅的な打撃を受け、このためＡ社の当年度の決算状況
は、赤字計上を余儀なくされ、債務超過に陥った。

・しかしながら、Ａ社自身は台風による影響をほとんど受けておらず、またＡ社の売上に占め
る「浜辺の市」の割合は数％に過ぎず、本業は順調に推移。

⇒・Ａ社は赤字、債務超過の状況であるものの、原因は一時的かつ外部的な要因。
・Ａ社の業況は、変わりなく順調であり、回復が十分見込めるので、特段の問題のない貸出先

と評価。

＜①の事例：水産加工業者Ａ社のケース＞
・地域の村おこしの一環として、地域の漁業者、水産業者が共同出資で、「浜辺の市」という

地域の水産品を販売する施設を建設し、Ａ社は信用金庫からの借入金２千万円と自己資金１
千万円の合計３千万円を出資。

・台風上陸によって、「浜辺の市」は壊滅的な打撃を受け、このためＡ社の当年度の決算状況
は、赤字計上を余儀なくされ、債務超過に陥った。

・しかしながら、Ａ社自身は台風による影響をほとんど受けておらず、またＡ社の売上に占め
る「浜辺の市」の割合は数％に過ぎず、本業は順調に推移。

⇒・Ａ社は赤字、債務超過の状況であるものの、原因は一時的かつ外部的な要因。
・Ａ社の業況は、変わりなく順調であり、回復が十分見込めるので、特段の問題のない貸出先

と評価。

＜③の事例：タオル製造販売業者Ｃ社のケース＞
・海外からの安価な製品の流入などによる取引先からの納入単価切下げにより、売上高は大幅

に減少。３期連続赤字を計上し、前々期より債務超過に転落している。
・返済条件の緩和から遅延は発生していないが、主力商品の売上減少の影響が大きく、人員削

減などによるコストダウンに努めているものの、その成果はなかなか現れていない。
・しかしながら、前期末に開発した試作商品が関係者間で好評であったことから、従来の販売

ルートに向けて拡販の準備をしている。

⇒・業況は非常に厳しい状況にあるが、新商品による今後の収益改善が期待でき、注意は必要だ
が、経営破綻に陥る可能性は高くない貸出先と評価。

＜③の事例：タオル製造販売業者Ｃ社のケース＞
・海外からの安価な製品の流入などによる取引先からの納入単価切下げにより、売上高は大幅

に減少。３期連続赤字を計上し、前々期より債務超過に転落している。
・返済条件の緩和から遅延は発生していないが、主力商品の売上減少の影響が大きく、人員削

減などによるコストダウンに努めているものの、その成果はなかなか現れていない。
・しかしながら、前期末に開発した試作商品が関係者間で好評であったことから、従来の販売

ルートに向けて拡販の準備をしている。

⇒・業況は非常に厳しい状況にあるが、新商品による今後の収益改善が期待でき、注意は必要だ
が、経営破綻に陥る可能性は高くない貸出先と評価。

○ 金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の主なポイント
①一時的な要因により赤字や債務超過になりやすいといった中小企業の特性に留意
②中小企業等とその代表者等との一体性（代表者からの借入金等）に着目
③数字には表れない企業の技術力、販売力、経営者の経営資質等の成長性に着目
④経営改善計画等の柔軟な評価

○ 金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の主なポイント
①一時的な要因により赤字や債務超過になりやすいといった中小企業の特性に留意
②中小企業等とその代表者等との一体性（代表者からの借入金等）に着目
③数字には表れない企業の技術力、販売力、経営者の経営資質等の成長性に着目
④経営改善計画等の柔軟な評価



（1） 金融行政に関するご意見・ご要望や貸し渋り・貸し剥がし等の各種情報提供を承る
ため、金融庁では、「金融サービス利用者相談室」において、情報を受け付けていま
す。

寄せられた情報は、金融機関の検査・監督の実施に当たり、貴重な情報として活用
しています。また、情報の受付・活用状況については、四半期ごとに公表しています。

（２） 金融の円滑化に関し、中小企業など借り手の方々の声を電話によりお聞きする情報
等の受付窓口として、「金融円滑化ホットライン」を以下のとおり、開設しています。

（３） 金融機関に対する評価について、利用者の方々のご意見を伺うアンケート調査を実
施しています。

（４） 金融庁幹部が地方の商工会議所を往訪し、意見交換を実施しています。（例年９月
頃）

（５）金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の説明会を実施しています。
借り手である中小企業が金融機関と融資の交渉を行う等

の際に役立つ内容を記載したパンフレットを作成し、説明
会を各地の商工会議所・法人会等にて開催しています。
説明会の開催や講師派遣等を希望される際は、金融庁検査
局又はお近くの財務局までお問い合わせ下さい。
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/nattoku.pdf

４
中小企業金融の実態把握のため、利用者の方々等から情中小企業金融の実態把握のため、利用者の方々等から情
報・意見等を聴取しています。報・意見等を聴取しています。

お電話での受付 受付時間:平日 10:00～16:00 電話番号:03-5251-6811
ホームページでの受付 受付時間:24時間
金融サービス利用者相談室ＵＲＬ:http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/
ＦＡＸでの受付 受付時間:24時間 ファックス番号:03-3506-6699

受付時間:平日 10:00～16:00 電話番号:03-5251-7755

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の中で銀行法などを改正し、企業の事業再生
への取組みに資するよう、銀行グループ等の議決権保有制限の例外となる対象に、従来か
らのベンチャービジネス会社に加え、事業再生を行う会社を追加することとしました。
（20年6月公布、公布後6月以内に施行）

これにより、企業再生の局面において、銀行グループ等が、負債に限らず、資本まで含
めた総合的な企業ファイナンスに貢献していくことが期待されます。

５
企業再生（地域再生）の一層の推進に向けた制度整備を進め企業再生（地域再生）の一層の推進に向けた制度整備を進め
ています。ています。

＊なお、事業再生を行う会社の具体的な範囲は、今後、銀行法施行規則等で定めるこ
ととなります。

＊なお、事業再生を行う会社の具体的な範囲は、今後、銀行法施行規則等で定めるこ
ととなります。

＊なお、貸出の判断は金融機関が自らの経営方針によって決定
すべきことであり、金融検査が貸出判断に関与することはあ
りません。

＊なお、貸出の判断は金融機関が自らの経営方針によって決定
すべきことであり、金融検査が貸出判断に関与することはあ
りません。

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/nattoku.pdf


 

資料①商工会議所等の会員企業の業況（経営環境・収益等）の現状と先行き 

（出所）全国の財務局において実施した緊急ヒアリング（20年 5月 26日～6月 2日） 

（注１）D．Ｉ．＝「良い」と回答した先数構成比－「悪い」と回答した先数構成比 

（注２）各県の商工会議所等４７先に対し、各会員企業の業況及び悪化の要因（複数回答可）を業種別にヒアリング 

 

資料②商工会議所等の会員企業の資金繰りの現状と先行き 

（出所）全国の財務局において実施した緊急ヒアリング（20年 5月 26日～6月 2日） 

（注１）D．Ｉ．＝「良い」と回答した先数構成比－「悪い」と回答した先数構成比 

（注２）各県の商工会議所等４７先に対し、各会員企業の資金繰り及び悪化の要因（複数回答可）を業種別にヒアリング 

 

資料③貸し渋り・貸し剥がしに関する情報の受付件数の推移 

区  分 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年

第１四半期 ２７１ １１６ ４７ ３６ ２７ ３１ 

第２四半期 ２５７ １０７ ５８ ３６ ３６ (注 3)２７

第３四半期 

 

２２２ １２２ ６６ ２９ ４０ 

第４四半期 ３５７ １５７ ６５ ４８ ３０ ３２ 

 

（出所）金融庁「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等 

（注１）情報の受付開始日は、14年 10 月 25 日 

（注２）17年 7月 19日に情報受付窓口を「金融サービス利用者相談室」に一元化 

（注３）平成 20年 6月 5日現在の件数 

現状 先行き
①原油・原材

料価格等、仕
入原価の上昇

②販売先との
関係による販
売価格転嫁の

遅れ

③需要の低迷

による売上の
低迷

④競争過多に

よる販売価格
下落

⑤株式・為替
市場はじめグ
ローバルな市

場変動の影響

⑥建築基準法
改正の影響

製造業 ▲ 64 ▲ 64 55.6% 18.8% 12.0% 10.3% 3.4% 0.0%

小売業 ▲ 72 ▲ 62 28.5% 15.3% 34.3% 19.7% 2.2% 0.0%

卸売業 ▲ 66 ▲ 57 35.4% 20.5% 26.8% 9.4% 5.5% 2.4%

建設業 ▲ 98 ▲ 83 29.9% 7.0% 25.4% 13.4% 0.0% 24.4%

サービス業 ▲ 47 ▲ 38 39.2% 13.9% 24.1% 19.0% 2.5% 1.3%

不動産業 ▲ 49 ▲ 49 17.1% 2.6% 43.4% 18.4% 2.6% 15.8%

運輸業 ▲ 87 ▲ 76 56.5% 27.5% 5.1% 8.7% 0.0% 2.2%

平均 ▲ 69 ▲ 61 37.8% 15.3% 23.4% 13.6% 2.1% 7.8%

D.I．（良い－悪い） 現状及び先行きの業況（経営環境・収益等）悪化の要因（回答割合）

業　　　種

現状 先行き

① 販 売 不 振・

在 庫 の 長 期化

等 、 営 業 要因

に よ る 資 金繰

りの悪化

② 融 資 審 査

等 、 金 融 機関

の融資態度

③ 融 資 期 間・

返 済 条 件 等、

金 融 機 関 の融

資条件

④ 改 正 貸 金業

法 施 行 の 影響

等 、 ノ ン バン

クの融資態度

⑤ 信 用 保 証協

会 や 政 策 金融

機 関 等 に よ

る 、 セ ー フ

テ ィ ネ ッ ト貸

付 ・ 保 証 の動

向

⑥ J-REIT 等 証

券 市 場 の 冷え

込 み や 投 資

フ ァ ン ド 等の

動き

製造業 ▲ 49 ▲ 53 70.5% 14.1% 7.7% 0.0% 7.7% 0.0%

小売業 ▲ 57 ▲ 50 65.9% 13.4% 13.4% 1.2% 6.1% 0.0%

卸売業 ▲ 55 ▲ 47 66.7% 13.9% 11.1% 1.4% 6.9% 0.0%

建設業 ▲ 85 ▲ 83 54.0% 21.9% 14.6% 0.7% 8.8% 0.0%

サービス業 ▲ 37 ▲ 37 63.8% 13.8% 17.2% 1.7% 3.4% 0.0%

不動産業 ▲ 40 ▲ 43 59.4% 17.2% 12.5% 1.6% 6.3% 3.1%

運輸業 ▲ 65 ▲ 65 63.3% 15.6% 10.0% 1.1% 10.0% 0.0%

平均 ▲ 55 ▲ 54 62.5% 16.4% 12.4% 1.0% 7.4% 0.3%

D.I．（良い－悪い） 現状及び先行きの資金繰り悪化の要因（回答割合）

業　　　種



資料④金融機関の中小企業への融資姿勢に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）全国の財務局において実施した、経営指導員（中小企業診断士等）など 447 名への聴き取り調査（20年 4月） 

 

資料⑤金融機関の業態毎の中小企業への融資姿勢に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）全国の財務局において実施した、経営指導員（中小企業診断士等）など 447 名への聴き取り調査（20年 4月） 

 

資料⑥建設・不動産業協会の会員企業の業況（経営環境・収益等）の現状と先行き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出所）全国の財務局において実施した緊急ヒアリング（20年 5月 26日～6月 2日） 

（注１）D．Ｉ．＝「良い」と回答した先数構成比－「悪い」と回答した先数構成比 

（注２）全国の財務局において、建設業関係協会５５先、不動産業関係協会９０先に対し、各会員企業の業況及び悪化の要因 

（複数回答可）をヒアリング。 

 

融資姿勢に対する評価（全体）
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

積極的である やや積極的である どちらとも言えない

やや消極的である 消極的である

融資姿勢に対する評価（業態別）
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政府系金融機関

信用金庫・信用組合

地方銀行・第二地方銀行

主要行

積極的である やや積極的である どちらとも言えない
やや消極的である 消極的である

現状 先行き
①原油・原材
料価格等、仕
入原価の上昇

②販売先との
関係による販
売価格転嫁の
遅れ

③需要の低迷
による売上の
低迷

④競争過多に
よる販売価格
下落

⑤株式・為替
市場はじめグ
ローバルな市
場変動の影響

⑥建築基準法
改正の影響

建設業 ▲ 98 ▲ 91 24.1% 10.4% 23.6% 22.8% 2.8% 16.2%

不動産業 ▲ 80 ▲ 74 18.0% 4.6% 31.6% 15.5% 8.0% 22.3%

平均 ▲ 89 ▲ 83 21.0% 7.4% 27.7% 19.1% 5.5% 19.4%

D.I．（良い－悪い） 現状及び先行きの業況（経営環境・収益等）悪化の要因（回答割合）

業　　種



資料⑦住宅着工（戸数）・建築着工（床面積）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）国土交通省資料 

（注１）「戸建住宅」は「一戸建て住宅」の着工戸数 

（注２）「共同住宅等」は「共同住宅」及び「長屋建住宅」の着工戸数の合計 

 

資料⑧首都圏新築マンション販売初月契約率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）㈱不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」 

 

資料⑨首都圏マンション発売在庫数の推移 

（出所）㈱不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」 
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資料⑩住宅ローン残高（国内銀行）の推移 
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（出所）日本銀行ホームページ「個人向け貸出金（１）住宅資金」 

 

資料⑪不動産・建設業界に対するヒアリングで多く聞かれた融資審査に関する意見 

・審査案件以外の資料の要求が増加している。

・資金繰り表、期中の在庫簿価の提出を求められるようになった。

・プロジェクトの進捗状況の報告を求められるようになった。

・特に外資系金融機関において融資姿勢が厳しくなっている。

・融資審査の審査期間が長期化している。

・個別販売状況の裏付け資料の提出を求められるようになった。

・財務諸表について、月次ベースでの提出を求められるようになった。

 
 
（出所）不動産・建設業界に対するヒアリング調査（20年 5月） 



資料⑫Ｊ－ＲＥＩＴマーケット規模の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料⑬主要行の不動産ノンリコースローン残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料出所）金融庁において実施した主要行へのヒアリング（20年 5月） 

（注）主要１１行ベース 

 

 

 

■J-REIT マーケットの時価総額は 42 銘柄、約 4 兆 2,000 億円規模。 
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